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(54)【発明の名称】 光路変更用アダプタおよび内視鏡

(57)【要約】
【課題】  内部の空間が狭い装置等の内部にスムーズに
挿入して内部の所望の方向を観察することができる光路
変更用アダプタおよび内視鏡を提供する。
【解決手段】  ヘッド部１に直側視アダプタ１０を取り
付け、直視方向Ｆに位置する被撮像物の像を構成する光
を開口部１０ｃを通過させて対物レンズ１３の上半分に
導き、対物レンズ１３の上半分を透過する光を撮像素子
１４上に結像させるとともに、側視方向Ｓに位置する被
撮像物の像を構成する光をミラー１１により反射して対
物レンズ１３に導き、対物レンズ１３の下半分を透過す
る光を撮像素子１４上に結像させることにより、直視方
向Ｆおよび側視方向Ｓの画像を同時に撮像する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  画像を撮像するための撮像部に取り付け
可能な光路変更用アダプタであって、
前記撮像部の撮像方向に位置する被撮像物の像を構成す
る光を前記撮像部に導く第１の導光手段と、
前記撮像部の撮像方向と異なる方向に位置する被撮像物
の像を構成する光の光路を変更して光路が変更された光
を前記撮像部に導く第２の導光手段とを備えることを特
徴とする光路変更用アダプタ。
【請求項２】  前記第２の導光手段は、前記撮像部の撮
像方向の撮像範囲に前記撮像方向以外からの入射光を反
射して前記撮像部の撮像方向と異なる方向に位置する被
撮像物の像を構成する光を前記撮像部に導く光反射部材
であることを特徴とする請求項１記載の光路変更用アダ
プタ。
【請求項３】  前記第１の導光手段は、前記撮像部の撮
像方向に設けられた開口部であり、
前記光反射部材は、前記撮像部の撮像方向に対して傾斜
した状態で固定されるとともに、前記撮像部の撮像方向
の側方に位置する被撮像物の像を構成する光を反射して
前記撮像部に導くミラーであることを特徴とする請求項
２記載の光路変更用アダプタ。
【請求項４】  画像を撮影するための撮像部を有する内
視鏡であって、
前記撮像部の撮像方向に位置する被撮像物の像を構成す
る光を前記撮像部に導く第１の導光手段と、
前記撮像部の撮像方向と異なる方向に位置する被撮像物
の像を構成する光の光路を変更して光路が変更された光
を前記撮像部に導く第２の導光手段とを備えることを特
徴とする内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、画像を撮像するた
めの撮像部に取り付け可能な光路変更用アダプタおよび
画像を撮像するための撮像部を有する内視鏡に関するも
のである。
【０００２】
【従来の技術】従来より、工場の生産ライン等におい
て、検査または保守等のために外部から直接見えない生
産設備または製品等の内部を観察するために工業用内視
鏡が用いられている。この工業用内視鏡は、装置等の内
部の画像を撮影する撮像素子等を有する細長な撮像部を
備え、この撮像部を装置等の内部に挿入することによ
り、外部から直接見えないような装置等の内部を観察す
るものである。
【０００３】上記の内視鏡では、装置の内部を観察する
場合に、内視鏡の撮像部の撮像方向すなわち直視方向で
はなく、撮像部の側面方向すなわち側視方向を観察した
い場合がある。このような場合、内視鏡の撮像部に側視
ミラーを取り付けることにより、側視方向を観察するこ
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とができる。また、内視鏡の撮像部に設けられた側視用
の反射部材の位置を移動させることにより、直視方向ま
たは側視方向を観察可能に構成された内視鏡もある。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記の
側視ミラーを撮像部に取り付けた内視鏡では、内視鏡の
撮像部を挿入する方向の側面方向すなわち側視方向しか
観察することができず、挿入する方向すなわち直視方向
を観察することができない。このため、複雑な構造を有
する装置の内部に撮像部を挿入する場合、挿入方向の方
向感覚が非常につかみにくく、内視鏡を装置等の内部に
スムーズに挿入することができない。
【０００５】また、直視方向と側視方向とを切り替える
ことができる内視鏡では、撮像部の挿入時に直視方向に
切り替えることにより、複雑な構造を有する装置の内部
に撮像部をスムーズに挿入することができる。しかしな
がら、側視用の反射部材の位置を切り替えるための機構
および切り替え操作を内視鏡の手元で行うための操作部
等を設ける必要があり、内視鏡自体の構造が複雑にな
る。また、撮像部に側視用の反射部材および側視用の反
射部材の位置を切り替える機構等を設ける必要があるた
め、撮像部が大きくなり、内視鏡の撮像部を挿入する装
置の内部の空間が狭い場合、撮像部を挿入することがで
きず、内部の空間が狭い装置等の内部を観察することが
できない。
【０００６】本発明の目的は、内部の空間が狭い装置等
の内部にスムーズに挿入して内部の所望の方向を観察す
ることができる光路変更用アダプタおよび内視鏡を提供
することである。
【０００７】
【課題を解決するための手段および発明の効果】（１）
第１の発明
第１の発明に係る光路変更用アダプタは、画像を撮像す
るための撮像部に取り付け可能な光路変更用アダプタで
あって、撮像部の撮像方向に位置する被撮像物の像を構
成する光を撮像部に導く第１の導光手段と、撮像部の撮
像方向と異なる方向に位置する被撮像物の像を構成する
光の光路を変更して光路が変更された光を撮像部に導く
第２の導光手段とを備えるものである。
【０００８】本発明に係る光路変更用アダプタにおいて
は、第１の導光手段により撮像部の撮像方向に位置する
被撮像物の像を構成する光が撮像部に導かれるととも
に、第２の導光手段により撮像部の撮像方向と異なる方
向に位置する被撮像物の像を構成する光の光路が変更さ
れて撮像部に導かれるので、撮像部の撮像方向すなわち
直視方向の被撮像物の画像を撮像部により撮像すること
ができるとともに、撮像部の撮像方向と異なる方向に位
置する被撮像物の画像を撮像部により同時に撮像するこ
とができる。
【０００９】したがって、光路変更用アダプタを撮像部
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に取り付けるという簡略な構成により、撮像部の大きさ
をあまり大きくすることなく、直視方向と直視方向と異
なる所望の方向とを同時に観察することができる。この
結果、直視方向を観察しながら内部の空間が狭い装置等
の内部にスムーズに挿入し、挿入後に内部の所望の方向
を観察することができる。
【００１０】（２）第２の発明
第２の発明に係る光路変更用アダプタは、第１の発明に
係る光路変更用アダプタの構成において、第２の導光手
段は、撮像部の撮像方向の撮像範囲に撮像方向以外から
の入射光を反射して撮像部の撮像方向と異なる方向に位
置する被撮像物の像を構成する光を撮像部に導く光反射
部材である。
【００１１】この場合、光反射部材により撮像部の撮像
方向の撮像範囲に撮像方向以外からの入射光を反射して
撮像部の撮像方向と異なる方向に位置する被撮像物の像
を構成する光を撮像部に導くことができるので、撮像部
の撮像方向と異なる方向に位置する被撮像物の画像を撮
像部により撮像することができる。また、光反射部材に
より反射されていない撮像部の撮像方向の撮像範囲の残
りの光は、反射されることなくそのまま撮像部へ導か
れ、撮像部の撮像方向すなわち直視方向に位置する被撮
像物の画像も撮像部により撮像することができる。した
がって、光反射部材を用いるという簡略な構成により直
視方向と直視方向と異なる所望の方向とを同時に観察す
ることができる。
【００１２】（３）第３の発明
第３の発明に係る光路変更用アダプタは、第２の発明に
係る光路変更用アダプタの構成において、第１の導光手
段は、撮像部の撮像方向に設けられた開口部であり、光
反射部材は、撮像部の撮像方向に対して傾斜した状態で
固定されるとともに、撮像部の撮像方向の側方に位置す
る被撮像物の像を構成する光を反射して撮像部に導くミ
ラーである。
【００１３】この場合、撮像部の撮像方向に設けられた
開口部により撮像部の撮像方向に位置する被撮像物の像
を構成する光を撮像部に導くことができるとともに、撮
像部の撮像方向に対して傾斜した状態で固定されたミラ
ーにより撮像部の撮像方向の側方に位置する被撮像物の
像を構成する光を反射して撮像部に導くことができる。
したがって、撮像部の撮像方向すなわち直視方向の被撮
像物の画像を撮像部により撮像することができるととも
に、側視方向に位置する被撮像物の画像を撮像部により
撮像することができる。したがって、１枚のミラーを用
いるという非常に簡略な構成により、直視方向と側視方
向とを同時に観察することができる。
【００１４】（４）第４の発明
第４の発明に係る内視鏡は、画像を撮影するための撮像
部を有する内視鏡であって、撮像部の撮像方向に位置す
る被撮像物の像を構成する光を撮像部に導く第１の導光
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手段と、撮像部の撮像方向と異なる方向に位置する被撮
像物の像を構成する光の光路を変更して光路が変更され
た光を撮像部に導く第２の導光手段とを備えるものであ
る。
【００１５】本発明に係る内視鏡においては、第１の導
光手段により画像を撮影するための撮像部の撮像方向に
位置する被撮像物の像を構成する光が撮像部に導かれる
とともに、第２の導光手段により撮像部の撮像方向と異
なる方向に位置する被撮像物の像を構成する光の光路が
変更されて撮像部に導かれるので、撮像部の撮像方向す
なわち直視方向の被撮像物の画像を撮像部により撮像す
ることができるとともに、撮像部の撮像方向と異なる方
向に位置する被撮像物の画像を撮像部により同時に撮像
することができる。
【００１６】したがって、第１および第２の導光手段を
用いた簡略な構成により、撮像部の大きさをあまり大き
くすることなく、直視方向と直視方向と異なる所望の方
向とを同時に観察することができる。この結果、直視方
向を観察しながら内部の空間が狭い装置等の内部にスム
ーズに挿入し、挿入後に内部の所望の方向を観察するこ
とができる。
【００１７】
【発明の実施の形態】以下、本発明に係る光路変更用ア
ダプタの一例として、工場の生産ライン等において外部
から直接見えない生産設備または製品等の内部を観察す
るために使用される工業用内視鏡に用いられる直側視ア
ダプタについて説明する。なお、本発明の光路変更用ア
ダプタは、軟性の挿入部を有する軟性内視鏡、硬性の挿
入部を有する硬性内視鏡等の工業用内視鏡に好適に用い
られるが、この例に特に限定されず、撮像部に取り付け
ることができれば、他の用途の内視鏡または撮像装置等
にも同様に用いることができる。
【００１８】図１は、本発明の第１の実施の形態による
直側視アダプタを取り付けた工業用内視鏡の側面図であ
る。
【００１９】図１に示す内視鏡には、先端側から、撮像
部であるヘッド部１、可撓管２、握り部３、ケーブル４
およびコネクタ５が設けられ、ヘッド部１の先端に直側
視アダプタ１０が着脱可能な状態で取り付けられてい
る。
【００２０】ヘッド部１は、直側視アダプタ１０を取り
付けた状態で、外部から直接見えない生産設備または製
品等の内部に挿入可能な細長形状を有し、その内部に対
物レンズおよびＣＣＤ（電荷結合素子）等の撮像素子
（図２参照）等から構成される対物光学系を有する撮像
手段が設けられ、撮像手段により装置等の内部の画像が
撮像される。
【００２１】なお、撮像部の構成は、上記の例に特に限
定されず、ヘッド部１内部に撮像素子等を設ける代わり
に、光ファイバー等を使用したイメージガイドまたはリ
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レーレンズ系等を用いて、対物レンズ等により結像され
た被撮像物の像を光のままヘッド部から接眼部または撮
像素子等に伝送して画像を得るようにしてもよい。
【００２２】また、本実施の形態では、観察したい部分
を照明するための照明手段を省略しているが、ヘッド部
１内に白色ＬＥＤ（発光ダイオード）等から構成される
照明手段、またはコントローラに内蔵されたハロゲンラ
ンプやメタハライドランプ等の光源や前記光源を内蔵し
た光源ユニットから出力される光をヘッド部１まで伝送
するライトガイド等を設けてもよい。
【００２３】可撓管２は、可撓性を有し任意の形状に湾
曲可能でかつ湾曲後の形状を保持できるように所定の形
状保持力を有する螺旋管等から構成され、ヘッド部１と
握り部３とを連結するとともに、その内部に撮像素子を
動作させるための電源および信号等を供給するとともに
撮像素子から出力される映像信号等を握り部３に伝送す
るためのケーブル（図２参照）が挿通されている。
【００２４】握り部３は、使用者が片手で把持しやすい
形状に成形されるとともに、内部にケーブルを介して伝
送される映像信号等を処理する信号処理回路（図示省
略）等を備え、使用者が片手で握り部３を把持し、操作
部として撮像に関わる種々の操作を行う。
【００２５】コネクタ５は、コントローラ（図示省略）
等に接続され、ケーブル４およびコネクタ５を介して握
り部３から映像信号等がコントローラへ出力されるとと
もにコントローラから各種制御信号および電源等が握り
部３へ供給される。コントローラは、画像データの処理
および記録等を行うとともに、ヘッド部１により撮像さ
れた画像を表示部に表示する。なお、光源としてライト
ガイドを使用する場合は、ケーブル４の代わりに、ケー
ブルおよびライトガイド等が内設されたユニバーサルコ
ード等を用いてもよい。
【００２６】上記の構成により、可撓管２を所望の形状
に湾曲させることにより、ヘッド部１の位置を調整し、
外部から直接見えない装置等の内部を観察することが可
能となる。
【００２７】図２は、図１に示す直側視アダプタ１０の
構成を示す概略断面図であり、図３は、図１に示す直側
視アダプタ１０がヘッド部１に取り付けられた状態で直
視方向から見た直側視アダプタ１０の正面図であり、図
４は、図１に示す直側視アダプタ１０がヘッド部１に取
り付けられた状態を示す斜視図である。
【００２８】図２に示すように、ヘッド部１の内部に
は、対物レンズ１３および撮像素子１４等が固定され、
対物レンズ１３により被撮像物の像が撮像素子１４の結
像面上に結像される。撮像素子１４は、結像面上に結像
した光を電気信号に変換し、変換された映像信号がケー
ブル１５を介して図１に示す握り部３内の信号処理回路
へ出力される。
【００２９】図２乃至図４に示すように、直側視アダプ
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タ１０は、略円筒状の一体部品から構成され、直側視ア
ダプタ１０のヘッド部１側には、ヘッド部１の外周部と
嵌合する先端嵌合部１０ｂが一体に形成されている。先
端嵌合部１０ｂ内にヘッド部１を挿入することにより、
先端嵌合部１０ｂがヘッド部１に嵌合される。直側視ア
ダプタ１０は、一体部品に特に限定されず、複数の部品
の組立体から構成してもよい。
【００３０】直側視アダプタ１０は上記の嵌合状態で固
定ネジ１２によりネジ固定され、直側視アダプタ１０が
ヘッド部１に完全に固定される。なお、十分な固定強度
が得られる場合は、固定ネジ１２を省略し、先端嵌合部
１０ｂとヘッド部１の外周部との嵌合により直側視アダ
プタ１０をヘッド部１に固定するようにしてもよい。
【００３１】直側視アダプタ１０の先端側の下部には、
ミラー保持部１０ａが一体に形成され、第２の導光手段
および光反射部材であるミラー１１が、ヘッド部１の撮
像方向すなわち直視方向Ｆに対して４５度傾斜した状態
でミラー保持部１０ａに固定されている。したがって、
直視方向Ｆに対して９０度傾いた側視方向Ｓに位置する
被撮像物の像を構成する光は、ミラー１１により反射さ
れ、対物レンズ１３の下半分に導かれる。対物レンズ１
３の下半分を透過した光は撮像素子１４上に結像され、
側視方向Ｓの画像が撮像される。
【００３２】なお、第２の導光手段および光反射部材
は、上記のミラー１１に特に限定されず、撮像方向と異
なる方向に位置する被撮像物の像を構成する光の光路を
変更して光路が変更された光を撮像素子１４上に結像で
きるものであれば、プリズム等の他の光学部品等を用い
てもよい。また、ミラーの固定角度も、上記の例に特に
限定されず、種々の角度で固定することができ、その場
合、傾斜角度に応じた方向の画像を直視方向の画像とと
もに得ることができる。
【００３３】直側視アダプタ１０の先端部は、ヘッド部
１の上半分側すなわちミラー１１が配置されてない部分
が切り欠かれ、第１の導光手段である開口部１０ｃが設
けられている。したがって、直視方向Ｆに位置する被撮
像物の像を構成する光は、開口部１０ｃを通過して対物
レンズ１３の上半分に導かれる。対物レンズ１３の上半
分を透過した光は撮像素子１４上に結像され、直視方向
Ｆの画像が撮像される。
【００３４】なお、第１の導光手段は、上記の開口部１
０ｃに特に限定されず、撮像方向に位置する被撮像物の
像を構成する光を撮像素子１４上に結像できるものであ
れば、カバーガラス等の他の光学部品等を用いてもよ
い。
【００３５】上記の構成により、本実施の形態では、撮
像素子１４の上半分により撮像された直視方向Ｆの画像
および撮像素子１４の下半分により撮像された側視方向
Ｓの画像が同時にケーブル１５および握り部３等を介し
てコントローラへ出力され、コントローラの表示部の上
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7
半分に直視方向Ｆの画像を表示することができるととも
に、その下半分に側視方向Ｓの画像を同時に表示するこ
とができる。
【００３６】したがって、一枚のミラーが取り付けられ
た略円筒形状の直側視アダプタ１０をヘッド部１に取り
付けるという簡略な構成により、ヘッド部１の大きさを
あまり大きくすることなく、直視方向Ｆと側視方向Ｓと
を同時に観察することができ、直視方向Ｆの画像を見な
がら内部の空間が狭い装置等の内部にスムーズに挿入す
ることができるとともに、装置等の内部の側視方向Ｓを
そのまま観察することができる。
【００３７】また、直側視アダプタ１０は、ヘッド部１
に対して着脱可能に構成されており、ヘッド部１の対物
光学系の光軸方向を回転中心として直側視アダプタ１０
をヘッド部１に対して回転させ、撮像素子１４に対する
ミラー１１の位置を調整することにより、表示画面上の
側視方向Ｓの画像が表示される位置を変更することがで
き、所望の位置に側視方向Ｓの画像を表示することがで
きる。
【００３８】次に、図２に示すミラー１１の形状等につ
いて詳細に説明する。図５は、図２に示すミラー１１の
正面図および他のミラーの構成を示す正面図である。
【００３９】図５の（ａ）に示すように、図２に示す直
側視アダプタ１０には、半円形のミラー１１が用いら
れ、ミラー１１により反射される部分が側視用の撮像範
囲となり、ミラー１１が配置されていない上部の半円部
分（ハッチング部分）が直視用の撮像範囲となり、側視
用の撮像範囲と直視用の撮像範囲との比は１：１であ
る。この場合、直視方向の画像と側視方向の画像とが
１：１の割合で表示され、直視方向の画像および側視方
向の画像をともに見やすい状態で表示することができ
る。
【００４０】なお、ミラーの形状は、上記の例に特に限
定されず、種々の形状のミラーを用いることができる。
例えば、図５の（ｂ）に示すように、円環形状のミラー
１１ａを用いた場合、ミラー１１ａの部分すなわち円環
状の外周部分が側視用の撮像範囲となり、ミラー１１ａ
の中心の孔（ハッチング部分）が直視用の撮像範囲とな
る。この場合、直視用の撮像範囲より側視用の撮像範囲
が大きく、側視方向の画像が直視方向の画像より広い範
囲で表示され、直視方向を補助的に使用したい場合に適
している。このように、直視用の撮像範囲と側視用の撮
像範囲との割合は、図５の（ａ）のような１：１の例に
特に限定されず、必要に応じて種々の割合に設定するこ
とができる。
【００４１】また、図５の（ｃ）に示すミラー１１ｂを
用いる場合、円形状のミラー１１ｂの上側に略矩形の切
り欠き部が設けられ、この切り欠き部を除いたミラー１
１ｂの領域が側視用の撮像範囲となり、切り欠き部（ハ
ッチング部）が直視用の撮像範囲となる。この場合、直
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視用の撮像範囲が側視用の撮像範囲の一方側に規定さ
れ、側視方向の画像の一方側に直視方向の画像が表示さ
れるので、側視方向の画像を見やすい状態で表示するこ
とができるとともに、直視方向の画像も補助的に表示す
ることができる。
【００４２】このように、観察領域の一部を直視用の撮
像範囲、他の部分を側視用の撮像範囲とし、直視方向と
側視方向とを同時に観察することができれば、ミラーの
外形は、上記の例に特に限定されず、種々の外形を有す
るミラーを用いることができる。また、ミラーの形状
も、平面形状に特に限定されず、凹面または凸面等の形
状を有するミラーを用いることにより、側視方向の一部
を拡大したりまたは側視方向のより広い部分を観察でき
るようにしてもよい。
【００４３】図６は、本発明の第２の実施の形態による
直側視アダプタの構成を示す概略断面図である。
【００４４】図６に示す直側視アダプタ３０は、２枚の
反射ミラー３１ａ，３１ｂを備え、直視方向Ｆ以外に２
つの側視方向Ｓ１，Ｓ２の画像を観察するものである。
【００４５】図６に示すように、直側視アダプタ３０
は、略円筒状の一体部品から構成され、直側視アダプタ
３０のヘッド部１側には、ヘッド部１の外周部と嵌合す
る先端嵌合部３０ｃが一体に形成されている。先端嵌合
部３０ｃは、第１の実施の形態と同様にヘッド部１に嵌
合され、固定ネジ３２によりネジ固定される。
【００４６】直側視アダプタ３０の対物レンズ１３の近
傍には、ミラー保持部３０ｂが一体に形成され、第２の
導光手段および光反射部材である略三日月形状のミラー
３１ｂがヘッド部１の光軸方向すなわち直視方向Ｆに対
して反時計回りに４５度傾斜した状態でミラー保持部３
０ｂに固定されるとともに、ミラー３１ｂに対向する部
分に開口部３０ｆが設けられている。
【００４７】これにより、側視方向Ｓ１に位置する被撮
像物の像を構成する光は、開口部３０ｆを通過した後に
ミラー３１ｂにより反射され、対物レンズ１３の下三分
の一の部分に導かれる。対物レンズ１３の下三分の一の
部分を透過する光が撮像素子１４上に結像され、側視方
向Ｓ１の画像が撮像される。
【００４８】直側視アダプタ３０の開口部３０ｆの近傍
には、ミラー保持部３０ａが一体に形成され、他の第２
の導光手段および光反射部材である略三日月形状のミラ
ー３１ａが直視方向Ｆに対して時計回りに４５度傾斜し
た状態でミラー保持部３０ａに固定されるとともに、ミ
ラー３１ａに対向する部分に開口部３０ｅが設けられて
いる。
【００４９】これにより、側視方向Ｓ２に位置する被撮
像物の像を構成する光は、開口部３０ｅを通過した後に
ミラー３１ａにより反射され、対物レンズ１３の上三分
の一の部分に導かれる。対物レンズ１３の上三分の一の
部分を透過する光が撮像素子１４上に結像され、側視方
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向Ｓ２の画像が撮像される。
【００５０】直側視アダプタ３０の先端部には、円を平
行に３等分した場合の中間の略四角形形状を有する第１
の導光手段である開口部３０ｄが設けられている。した
がって、直視方向Ｆに位置する被撮像物の像を構成する
光は、開口部３０ｄを通過して対物レンズ１３の中間部
分に導かれる。対物レンズ１３の中間部分を透過する光
が撮像素子１４上に結像され、直視方向Ｆの画像が撮像
される。
【００５１】なお、直側視アダプタに設けられるミラー
の数は上記の例に特に限定されず、３枚以上の枚数であ
ってもよい。また、直視方向Ｆおよび２つの側視方向Ｓ
１，Ｓ２の各方向に開口部３０ｄ～３０ｆを設けたが、
各方向に位置する被撮像物の像を構成する光を入射する
ことができれば、開口部３０ｄ～３０ｆにカバーガラス
等の光学部材を配置してもよい。
【００５２】上記の構成により、本実施の形態では、撮
像素子１４の下三分の一の部分により撮像された側視方
向Ｓ１の画像、撮像素子１４の上三分の一の部分により
撮像された側視方向Ｓ２の画像および撮像素子１４の残
りの中間部分により撮像された直視方向Ｆの画像が同時
にケーブル１５および握り部３等を介してコントローラ
へ出力され、コントローラの表示部に直視方向および２
つの側視方向の画像を同時に表示することができる。
【００５３】したがって、二枚のミラーが取り付けられ
た略円筒形状の直側視アダプタ３０をヘッド部１に取り
付けるという簡略な構成により、ヘッド部１の大きさを
あまり大きくすることなく、直視方向Ｆと２つの側視方
向Ｓ１，Ｓ２とを同時に観察することができ、直視方向
の画像を見ながら内部の空間が狭い装置等の内部にスム
ーズに挿入することができるとともに、装置等の内部の
２つの側視方向を同時に観察することができる。
【００５４】なお、上記の各実施の形態では、直側視ア
ダプタを別部品として内視鏡のヘッド部に取り付ける場
合について説明したが、直側視アダプタをヘッド部に一*
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*体に形成してもよく、例えば、ヘッド部の円筒形状の外
装部材を直視方向に延出させ、この延出部にミラーを固
定するようにしてもよい。この場合、上記の各効果に加
え、直側視アダプタに先端嵌合部等を設ける必要がなく
なり、ヘッド部をより小型化することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態による直側視アダプ
タを取り付けた工業用内視鏡の側面図である。
【図２】図１に示す直側視アダプタの構成を示す概略断
面図である。
【図３】図１に示す直側視アダプタがヘッド部に取り付
けられた状態で直視方向から見た直側視アダプタの正面
図である。
【図４】図１に示す直側視アダプタがヘッド部に取り付
けられた状態を示す斜視図である。
【図５】図２に示すミラーの正面図および他のミラーの
構成を示す正面図である。
【図６】本発明の第２の実施の形態による直側視アダプ
タの構成を示す概略断面図である。
【符号の説明】
１  ヘッド部
２  可撓管
３  握り部
４  ケーブル
５  コネクタ
１０，３０  直側視アダプタ
１０ａ，３０ａ，３０ｂ  ミラー保持部
１０ｂ，３０ｃ  先端嵌合部
１０ｃ，３０ｄ～３０ｆ  開口部
１１，１１ａ，１１ｂ，３１ａ，３１ｂ  ミラー
１２，３２  固定ネジ
１３  対物レンズ
１４  撮像素子
１５  ケーブル

【図１】 【図２】

【図３】 【図５】
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